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◎保険料の納め方
　特別徴収
　年金額が年額１８万円以上あり、介護
保険料と合わせた保険料額が「年金額
の２分の１」を超えない方は、年金か
ら天引きされます。
　年度の途中で、７５歳になった方、町
外から転入された方などは、一定期間
特別徴収にはなりません。
　年６回の年金定期払い時に、年金受給額から保険料があらかじめ差し引かれます。
　普通徴収
　口座振替や納付書で個別に納付します。
　７月に当該年度の保険料が決定され、当月～翌年２月（７月、８月、９月、１０月、１１
月、１２月、１月、２月）の８回で納めます。
　保険料納付方法の選択
　特別徴収（年金から天引き）に替えて「口座振替」
による普通徴収を選択することができます。希望され
る方は、支払方法変更の申請と口座振替の手続きが必
要です。
　家族などの口座から振替に変更した場合、社会保険
料控除の適用は「振替口座の名義人」になります。

■問い合わせ先　住民福祉課福祉医療係　�（４８）１１１１（内２１５・２５７）

◎年金所得者の保険料額の計算モデル
【夫婦共に被保険者の世帯で、妻の年金収入が８０万円以下（その他所得がない）の場合】

【仮徴収】　前年の所得が確定する
までは、平成２６年２月と同額を３回
分仮徴収として納めます。

４月（第１期）
６月（第２期）
８月（第３期）

【本徴収】　前年の所得が確定後、
年間の保険料から仮徴収分を引い
た額を３回に分けて納めます。

１０月（第４期）
１２月（第５期）
２月（第６期）

口座振替が便利です
「預金通帳」「通帳印」「保険証」

を持参し、取扱金融機関または住

民福祉課福祉医療係の窓口で手続

きしてください。

▽夫の年金収入７９０,０００円のとき
《平成２４・２５年度》
夫の保険料 ４,３００円
（均等割額（９割軽減）４,３５１円）

妻の保険料 ４,３００円
（均等割額（９割軽減）４,３５１円）

▽夫の年金収入１,６８０,０００円のとき
《平成２４・２５年度》
夫の保険料 １２,９００円
　所得割額（５割軽減）６,４１３円
　均等割額（８.５割軽減）６,５２６円
妻の保険料 ６,５００円
（均等割額（８.５割軽減）６,５２６円）
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▽夫の年金収入２,６００,０００円のとき
《平成２４・２５年度》
夫の保険料  １３４,９００円
　所得割額 ９１,４８５円
　均等割額 ４３,５１０円
妻の保険料 ４３,５００円
（均等割額 ４３,５１０円）
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《平成２６・２７年度》
夫の保険料 ４,５００円（２００円増）
（均等割額（９割軽減）４,５７６円）

妻の保険料 ４,５００円（２００円増）
（均等割額（９割軽減）４,５７６円）

《平成２６・２７年度》
夫の保険料 １３,６００円（７００円増）
　所得割額（５割軽減）６,７５０円
　均等割額（８.５割軽減）６,８６４円
妻の保険料 ６,８００円（３００円増）
（均等割額（８.５割軽減）６,８６４円）

《平成２６・２７年度》
夫の保険料 １４２,０００円（７,１００円増）
　所得割額 ９６,３００円
　均等割額 ４５,７６１円
妻の保険料 ４５,７００円（２,２００円増）
（均等割額 ４５,７６１円）
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